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(57)【要約】
【課題】毛髪にふんわりとしたボリューム感と、まとまり感を付与することができ、しか
も塗布性に優れたノンガスタイプの泡状毛髪化粧料を提供する。
【解決手段】本発明の泡状毛髪化粧料は、（Ａ）１種または２種以上の皮膜形成ポリマー
：０．１～５質量％、（Ｂ）２種以上のノニオン性界面活性剤：０．５～１０質量％を夫
々含有し、高圧ガスを用いることなく泡状に吐出して使用される毛髪化粧料であり、前記
皮膜形成ポリマーとして、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミ
ド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アク
リル酸メトキシエチル共重合体を含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）１種または２種以上の皮膜形成ポリマー：０．１～５質量％（化粧料全体に対す
る割合、成分については以下同じ）、（Ｂ）２種以上のノニオン性界面活性剤：０．５～
１０質量％を夫々含有し、高圧ガスを用いることなく泡状に吐出して使用される毛髪化粧
料であり、前記皮膜形成ポリマーとして、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム
・アクリルアミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキ
シエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体を含むものであることを特徴とするノンガ
スタイプの泡状毛髪化粧料。
【請求項２】
　前記塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体および／またはジメ
チルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体
の含有量が０．０５～５質量％である請求項１に記載の泡状毛髪化粧料。
【請求項３】
　（Ａ）皮膜形成ポリマーと、（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の質量比［（Ａ）：（Ｂ）］
が１：２～１：１０である請求項１または２に記載の泡状毛髪化粧料。
【請求項４】
　前記（Ｂ）２種以上のノニオン性界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
である請求項１～３のいずれかに記載の泡状毛髪化粧料。
【請求項５】
　前記ポリオキシエチレンアルキルエーテルは、少なくともポリオキシエチレンラウリル
エーテルおよびポリオキシエチレンオレイルエーテルであり、ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテルとポリオキシエチレンオレイルエーテルの質量比［ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル：ポリオキシエチレンオレイルエーテル］が１：１～１：１０である請求項４
に記載の泡状毛髪化粧料。
【請求項６】
　更に、（Ｃ）１，３－ブチレングリコールを含有するものである請求項１～５のいずれ
かに記載の泡状毛髪化粧料。
【請求項７】
　２５℃での粘度が１５ｍＰａ・ｓ以下である請求項１～６のいずれかに記載の泡状毛髪
化粧料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高圧ガスを用いることなく泡状に吐出して使用される毛髪化粧料に関するも
のであり、殊に毛髪にふんわりとしたボリューム感と、まとまり感を付与することができ
、しかも塗布性に優れたノンガスタイプの泡状毛髪化粧料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラーリングやパーマ等で損傷した毛髪に対し、毛髪補修を施したり、毛髪のツ
ヤ感、手触り感等を付与するために、アウトバスで使用する各種毛髪化粧料が提案されて
いる。このような毛髪化粧料としては、手触り感を良くするために、シリコーンや油分を
多く含んだクリームタイプやオイルタイプのものがほとんどである。しかしながら、こう
したタイプの毛髪化粧料では、（ａ）使用時に手がベタつく、（ｂ）仕上がり時の質感が
重い、（ｃ）毛髪へのなじみが悪く塗布しにくい、等の欠点がある。
【０００３】
　これらの問題を解決するために、ミスト状や泡状に吐出して使用する各種毛髪化粧料が
提案されている（例えば、特許文献１～４）。このうちミスト状に吐出して使用する毛髪
化粧料では、毛髪表面につくが内側には塗布しにくく、塗布したい場所にしっかりとつき
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にくいという欠点がある。それに比べて、泡状に吐出して使用する毛髪化粧料では、泡は
ねらった部分に均一にしっかりと塗布できるという利点がある。
【０００４】
　また泡状に吐出する容器としては、高圧ガスを用いるエアゾールタイプが普及している
が、近年高圧ガスを使用せず、簡便な操作で泡状に吐出できる容器（ノンガスフォーマー
）が注目されている。ノンガスフォーマーで泡状に吐出して使用される毛髪化粧料の多く
は、毛髪へのセット力やまとまり感を付与するために、各種皮膜形成ポリマーを含んでい
ることが通常であるが、これまで提案されているものでは、ふんわりとしたボリューム感
とまとまり感の両方を満たすような仕上りは得られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６６３３８７号公報
【特許文献２】特開２００２－１６７３１５号公報
【特許文献３】特開２００９－９１２５８号公報
【特許文献４】特許第４５１８５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこうした状況の下でなされたものであって、その目的は、毛髪にふんわりとし
たボリューム感と、まとまり感を付与することができ、しかも塗布性にも優れたノンガス
タイプの泡状毛髪化粧料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成することのできた本発明の泡状毛髪化粧料とは、（Ａ）１種または２種
以上の皮膜形成ポリマー：０．１～５質量％（化粧料全体に対する割合、成分については
以下同じ）、（Ｂ）２種以上のノニオン性界面活性剤：０．５～１０質量％を夫々含有し
、高圧ガスを用いることなく泡状に吐出して使用される毛髪化粧料であり、前記皮膜形成
ポリマーとして、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合
体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メ
トキシエチル共重合体を含む点に要旨を有するものである。
【０００８】
　本発明の泡状毛髪化粧料においては、前記塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル
・アクリル酸メトキシエチル共重合体の含有量は、０．０５～５質量％であることが好ま
しい。また（Ａ）皮膜形成ポリマーと、（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の質量比［（Ａ）：
（Ｂ）］は、１：２～１：１０であることが好ましい。
【０００９】
　本発明の泡状毛髪化粧料で用いる（Ｂ）２種以上のノニオン性界面活性剤としては、ポ
リオキシエチレンアルキルエーテルであることが好ましい。またこのポリオキシエチレン
アルキルエーテルとしては、少なくともポリオキシエチレンラウリルエーテルおよびポリ
オキシエチレンオレイルエーテルであることが好ましく、ポリオキシエチレンラウリルエ
ーテルとポリオキシエチレンオレイルエーテルの質量比［ポリオキシエチレンラウリルエ
ーテル：ポリオキシエチレンオレイルエーテル］は１：１～１：１０であることが好まし
い。
【００１０】
　本発明の泡状毛髪化粧料には、必要によって、更に、（Ｃ）１，３－ブチレングリコー
ルを含有することも好ましく、これによって毛髪へのふんわりとしたボリューム感を更に
向上させることができる。本発明の泡状毛髪化粧料は、高圧ガスを用いることなく、ノン
ガスフォーマーで泡状に吐出して使用されるノンガスタイプの泡状毛髪化粧料を想定した
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ものであるが、ノンガスフォーマーで目詰まりを生じさせることなく、泡状に吐出させる
ためには、泡状毛髪化粧料の２５℃（室温）での粘度は１５ｍＰａ・ｓ以下であることが
好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、所定量の（Ａ）皮膜形成ポリマーと、（Ｂ）ノニオン性界面活性剤を
含有する泡状毛髪化粧料において、皮膜形成ポリマーとして、少なくとも塩化ジメチルジ
アリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・
アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体を含むものとすること
によって、毛髪にふんわりとしたボリューム感と、まとまり感を付与することができ、し
かも塗布性に優れた泡状毛髪化粧料が実現できる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明者らは、上記の課題を解決するために、様々な角度から検討を加えた。その結果
、（Ａ）皮膜形成ポリマーと、（Ｂ）ノニオン性界面活性剤を夫々含有する泡状毛髪化粧
料において、皮膜形成ポリマーとして、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム・
アクリルアミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシ
エチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体を含むものとすれば、毛髪にふんわりとした
ボリューム感と、まとまり感を付与することができ、しかも塗布性に優れた泡状毛髪化粧
料が実現できることを見出し、本発明を完成した。
【００１３】
　上記（Ａ）皮膜形成ポリマーとしては、カチオン性の皮膜形成ポリマーやノニオン性の
皮膜形成ポリマーを１種または２種以上を組み合わせて用いることができるが、本発明の
泡状毛髪化粧料においては、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルア
ミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・ア
クリル酸メトキシエチル共重合体を含む必要がある。これらの皮膜形成ポリマーは、髪を
ごわつかせることなく、ふんわりとしたボリューム感とまとまり感を付与する上で有用な
成分である。
【００１４】
　上記（Ａ）成分としての塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体
は、塩化ジメチルジアリルアンモニウムとアクリルアミドの共重合体であり、毛髪にしっ
とり感としなやかさを付与させるためのものである。具体的なものとして、「ＳＡＬＣＡ
ＲＥ　ＳＵＰＥＲ　７」（商品名：ＢＡＳＦジャパン株式会社製）が挙げられる。また、
ジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重
合体は、ジメチルアクリルアミドとアクリル酸ヒドロキシエチルとアクリル酸メトキシエ
チルの共重合体で、毛髪を立ち上げボリューム感を付与させるものである。具体的なもの
として、「プラスサイズ Ｌ－２７００」（商品名：互応化学工業株式会社製）が挙げら
れる。
【００１５】
　本発明の泡状毛髪化粧料で用いる（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量は、泡状毛髪化粧料
全体に対して０．１～５質量％とする必要がある。（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量が０
．１質量％より少なくなると、毛髪にふんわりとしたボリューム感と、まとまり感を付与
できない。また（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量が５質量％よりも多くなると、仕上がり
時の質感が重たく、ベタつきやごわつきの原因となる。（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量
の好ましい下限は０．４質量％以上（より好ましくは１質量％以上）、好ましい上限は３
質量％以下（より好ましくは２．５質量％以下）である。
【００１６】
　上記（Ａ）皮膜形成ポリマーは、少なくとも塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アク
リルアミド共重合体および／またはジメチルアクリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチ
ル・アクリル酸メトキシエチル共重合体を含むものであるが、これら以外にも、（アクリ
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ル酸アルキル・ジアセトンアクリルアミド）共重合体の２－アミノ－２－メチル－１－プ
ロパノール塩、酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体、Ｎ－メタクリロイルオキシエチ
ルＮ，Ｎ―ジメチルアンモニウム－α－Ｎ－メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ア
ルキルエステル共重合体、等の皮膜形成ポリマーを一部に含むことは許容できる。但し、
塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体および／またはジメチルア
クリルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体による
効果を発揮させるためには、これらの含有量は少なくとも０．０５質量％以上を確保する
ことが好ましい。
【００１７】
　上記のような（Ａ）皮膜形成ポリマーと、後述する（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の質量
比［（Ａ）：（Ｂ）］は、１：２～１：１０であることが好ましい。皮膜形成ポリマー１
に対してノニオン性界面活性剤が２（質量比）より少なくなると、溶解性が低下し泡状毛
髪化粧料自体が濁る恐れがある。また、皮膜形成ポリマー特有のごわつき感が生じ、ふん
わりとしたボリューム感を付与することができない。皮膜形成ポリマー１に対してノニオ
ン性界面活性剤が１０（質量比）よりも多くなると、仕上がり時の質感が重くなりふんわ
りとしたボリューム感を付与することができない。またベタつきの原因となる。上記質量
比［（Ａ）：（Ｂ）］は、好ましくは１：３以上（より好ましくは１：４以上）、１：９
以下（より好ましくは１：８以下）である。
【００１８】
　一方、本発明の泡状毛髪化粧料で用いる（Ｂ）ノニオン性界面活性剤は、毛髪化粧料を
泡状に吐出させるために必要な成分である。この（Ｂ）ノニオン性界面活性剤は、ポリオ
キシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオ
キシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エ
ステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油等が挙げられ、これらの２種以上を用いることができる。
【００１９】
　尚、上記（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の２種以上を用いることによって、泡状に吐出し
た際の起泡性、泡のきめおよび泡持ち（持続性）が向上するという効果が発揮されること
になる。
【００２０】
　本発明で用いるノニオン性界面活性剤は、ポリオキシエチレンアルキルエーテルが好ま
しいものとして挙げられる。ポリオキシエチレンアルキルエーテルは、アルキルアルコー
ルに酸化エチレン（以下、「Ｅ．Ｏ．」と略記することがある）が付加されたものであり
、ラウリルアルコールのエチレンオキサイド付加物のポリオキシエチレンラウリルエーテ
ル、セチルアルコールのエチレンオキサイド付加物のポリオキシエチレンセチルエーテル
、等が挙げられる。
【００２１】
　上記ノニオン性界面活性剤としては、少なくともポリオキシエチレンラウリルエーテル
とポリオキシエチレンオレイルエーテルの２種類を組み合わせることで、起泡性、泡のき
め、泡持ちが良好で、毛髪への塗布性にも優れたものとなる。ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテルとポリオキシエチレンオレイルエーテルの質量比（ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル：ポリオキシエチレンオレイルエーテル）は、１：１～１：１０（より好まし
くは１：３～１：７）であることが好ましい。ポリオキシエチレンラウリルエーテル１に
対してポリオキシエチレンオレイルエーテルが１（質量比）より少なくなると、泡のきめ
が粗く、泡持ちが悪くなり、毛髪へ塗布しにくくなる。ポリオキシエチレンラウリルエー
テル１に対してポリオキシエチレンオレイルエーテルが１０（質量比）より多くなると、
起泡性が悪く、泡のきめが粗く、泡持ちが悪くなり、毛髪へのなじみが悪くなる。
【００２２】
　本発明で用いる（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の含有量は、泡状毛髪化粧料全体に対して
０．５～１０質量％であることが好ましく、より好ましい下限は１質量％以上、より好ま
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しい上限は５質量％以下である。（Ｂ）ノニオン性界面活性剤の含有量が０．５質量％よ
りも少なくなると、溶解性が低下し、泡状毛髪化粧料自体が濁る恐れがある。（Ｂ）ノニ
オン性界面活性剤の含有量が１０質量％よりも多くなると、粘着性が増しベタつきの原因
となる。
【００２３】
　本発明の泡状毛髪化粧料には、必要によって、更に（Ｃ）１，３－ブチレングリコール
を含有させることも有用である。この（Ｃ）１，３－ブチレングリコールは、（Ａ）皮膜
形成ポリマーと組み合わせることによって、毛髪へのふんわりとしたボリューム感を向上
させることができる。
【００２４】
　上記１，３－ブチレングリコールの含有量は、泡状毛髪化粧料全体に対して０．５～１
０質量％程度であることが好ましい。より好ましい下限は１質量％以上であり、より好ま
しい上限は５質量％以下である。１，３－ブチレングリコールの含有量が０．５質量％よ
りも少なくなると、（Ａ）皮膜形成ポリマー特有のごわつき感が生じ、ふんわりとしたボ
リューム感を付与しにくくなる。また１，３－ブチレングリコールの含有量が１０質量％
より多くなると、仕上がり時の質感が重くなり、毛髪にふんわりとしたボリューム感を付
与しにくくなる。
【００２５】
　本発明の泡状毛髪化粧料は、その剤型が泡状であることも特徴の一つとするものであり
、泡状に吐出するためにはフォーマー容器が用いられる。このフォーマー容器は、ノンエ
アゾールタイプ（ノンガスフォーマー）の容器であって、毛髪化粧料を空気と混合し泡状
に吐出するために使用する。ノンエアゾールタイプの容器は、再利用が可能であり安価で
あることから容易に取り扱うことができる。またノンエアゾールタイプで目詰まりを生じ
させることなく、泡状に吐出させるためには、泡状毛髪化粧料の２５℃（室温）での粘度
は１５ｍＰａ・ｓ以下（より好ましくは、１２ｍＰａ・ｓ以下）であることが好ましい。
【００２６】
　ノンガスフォーマーの容器としては、ポンプフォーマー容器、スクイズフォーマー容器
等があり、ノンガスフォーマーの容器で泡吐出機能を有するものであればいずれの容器も
用いることができる。本発明で用いるノンガスフォーマー容器としては、泡質に優れるこ
とからポンプフォーマー容器であることが好ましい。
【００２７】
　本発明の泡状毛髪化粧料には、上記以外にも毛髪化粧料に通常添加されるような成分（
添加剤）を含有することができる。こうした添加剤としては、タンパク質類、アミノ酸類
、紫外線吸収剤、保湿剤、油脂類、ラノリン類、高級アルコール類、フッ素系化合物類、
シリコーン類、消臭剤、防腐剤、キレート剤、ｐＨ調整剤、溶剤、抗炎症剤、香料、色素
等を挙げることができ、これらを適宜配合することができる。
【００２８】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
。
【実施例】
【００２９】
　[実施例１]
　下記表１～３に示す割合で各種原料を含有させて調製した泡状毛髪化粧料（処方例１～
１７）を、下記のフォーマー容器Ａにより泡状に吐出して毛髪に塗布した際の「ボリュー
ム感」および「まとまり感」を、下記の方法によって評価した。
【００３０】
　フォーマー容器Ａ：ポンプフォーマー、大和製罐株式会社製、メッシュの粗さ（目開き
）は混合室２００メッシュ（１インチ（２５．４ｍｍ）あたり２００の桝目）、先端２５
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５メッシュ（１インチ（２５．４ｍｍ）あたり２５５の桝目）
【００３１】
　（毛髪のボリューム感の評価方法および評価基準）
　専門パネラー１０名により、試験用ウィッグ（毛髪の長さ：２０ｃｍ）に、各処方例で
調製した泡状毛髪化粧料を４．０ｇ手に取り、軽くのばした後、毛髪に均一に塗布した。
その後、毛髪を根元から立ち上げ、ボリューム感を下記の３段階評価（評価点）で官能評
価し、評価点の平均値を求め、以下の基準で判定した。
　３点：ふんわりとしたボリュームが非常に出やすい（根元から非常に立ち上りやすい）
　２点：ふんわりとしたボリュームが出やすい（根元から立ち上りやすい）
　１点：ボリュームが出にくい（根元から立ち上りにくい）
【００３２】
　[ボリューム感の評価基準]
　◎：２．５点以上
　○：２．０点以上、２．５点未満
　△：１．５点以上、２．０点未満
　×：１．５点未満
【００３３】
　（試験用毛束の作製）
　化学的処理（例えば、パーマ処理、ヘアカラー処理、ブリーチ処理等）を全く受けてい
ない毛髪を用いて、長さ２０ｃｍ、重さ１５ｇの試験用毛束を作製し、完全に乾燥させた
後に以下の評価に用いた。
【００３４】
　（毛髪のまとまり感の評価方法）
　専門パネラー１０名により、試験用毛束（長さ：２０ｃｍ、重さ：１５ｇ）に、各処方
例で調製した泡状毛髪化粧料を２．０ｇ塗布し、毛髪に均一にのばした。その後、２０℃
、湿度６０％で２４時間以上調湿し、まとまり感を下記の３段階評価（評価点）で官能評
価し、評価点の平均値を求め、以下の基準で判定した。
　３点：非常にまとまり感がある
　２点：まとまり感がある
　１点：まとまり感がない（髪が広がる）
【００３５】
　[まとまり感の評価基準]
　◎：２．５点以上
　○：２．０点以上、２．５点未満
　△：１．５点以上、２．０点未満
　×：１．５点未満
【００３６】
　これらの結果を、泡状毛髪化粧料の処方例（処方例１～１７）と共に、下記表１～３に
示す。
【００３７】
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【００３８】
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【表２】

【００３９】
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【表３】

【００４０】
　表１の結果から、次のように考察できる。（Ａ）皮膜形成ポリマーが、ジメチルアクリ
ルアミド・アクリル酸ヒドロキシエチル・アクリル酸メトキシエチル共重合体を含む場合
には、ボリューム感が出ることが分かる（処方例１、６、７）。また（Ａ）皮膜形成ポリ
マーが塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体を含む場合には、ま
とまり感が良いことが分かる（処方例２、６）。
【００４１】
　表２の結果から、次のように考察できる。（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量が０．１質
量％より少なくなると（処方例８）、十分なボリューム感とまとまり感が得られないこと
が分かる。また（Ａ）皮膜形成ポリマーの含有量が５質量％よりも多くなると（処方例１
３）、皮膜形成ポリマーの重さが感じられ、ボリューム感が低下することが分かる。
【００４２】
　表３の結果から次のように考察できる。（Ｃ）１，３－ブチレングリコールと、（Ａ）
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り向上していることが分かる。
【００４３】
　[実施例２]
　下記表４に示す割合で各種原料を含有させて調製した泡状毛髪化粧料（処方例１８～２
３）を、上記のフォーマー容器Ａにより泡状に吐出して毛髪に塗布した際の「ボリューム
感」および「まとまり感」を上記の方法で評価すると共に、「毛髪のベタつき感」を下記
の方法によって評価した。
【００４４】
　（毛髪のベタつき感の評価方法）
　専門パネラー１０名により、上記で得られた試験用毛束（長さ：２０ｃｍ、重さ：１５
ｇ）に、各処方例で調製した泡状毛髪化粧料を２．０ｇ塗布し、毛髪に均一にのばした。
その後、２０℃、湿度６０％で２４時間以上調湿し、毛髪のベタつきを下記の３段階評価
（評価点）で官能評価し、評価点の平均値を求め、以下の基準で判定した。
　３点：全くベタつかない
　２点：ほとんどベタつかない
　１点：ベタつく
【００４５】
　[毛髪のベタつき感の評価基準]
　◎：２．５点以上
　○：２．０点以上、２．５点未満
　△：１．５点以上、２．０点未満
　×：１．５点未満
【００４６】
　これらの結果を、泡状毛髪化粧料の処方例（処方例１８～２３）と共に、下記表４に示
す。
【００４７】
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【表４】

【００４８】
　表４の結果から次のように考察できる。（Ａ）皮膜形成ポリマーと、（Ｂ）ノニオン性
界面活性剤の質量比が１：２～１：１０の場合（処方例２０～２２）、毛髪のボリューム
感とまとまり感が良好で、ベタつきが軽減していることが分かる。
【００４９】
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　[実施例３]
　下記表５に示す割合で各種原料を含有させて調製した泡状毛髪化粧料（処方例２４～３
０）を、上記のフォーマー容器Ａにより泡状に吐出して毛髪に塗布した際の、「毛髪のボ
リューム感」、「毛髪のまとまり感」および「毛髪のベタつき感」を上記の方法で評価す
ると共に、泡質（起泡性、泡のきめ、泡持ち）を下記の方法によって評価した。
【００５０】
　（泡質の評価方法）
　専門パネラー１０名により、各処方例で調製した毛髪化粧料を、上記フォーマー容器Ａ
を用いて泡状にした際の泡質（起泡性、泡のきめ、泡持ち）について、下記の３段階評価
（評価点）で官能評価し、評価点の平均値を求め、以下の基準で判定した。
【００５１】
　（１）起泡性
　[評価点]
　３点：非常に起泡性が良い
　２点：起泡性が良い
　１点：起泡性が悪い
【００５２】
　（２）泡のきめ
　[評価点]
　３点：非常に泡のきめが細かい
　２点：泡のきめが細かい
　１点：泡のきめが粗い
【００５３】
　（３）泡持ち
　[評価点]
　３点：非常に泡持ちが良い（非常に泡がつぶれにくい）
　２点：泡持ちが良い（泡がつぶれにくい）
　１点：泡持ちが悪い（泡がつぶれやすい）
【００５４】
　[泡質の評価基準]
　◎：２．５点以上
　○：２．０点以上、２．５点未満
　△：１．５点以上、２．０点未満
　×：１．５点未満
【００５５】
　これらの結果を、泡状毛髪化粧料の処方例（処方例２４～３０）と共に、下記表５に示
す。尚、表５には、比較のために前記表４に示した処方例２１の結果も同時に示した。
【００５６】
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【表５】

【００５７】
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　表５の結果から次の様に考察できる。ポリオキシエチレンラウリルエーテルと、ポリオ
キシエチレンオレイルエーテルの質量比が１：１～１：１０の場合（処方例２１、２６～
２８）、泡質（起泡性、泡のきめ、泡持ち）が良好であることが分かる。
【００５８】
　[実施例４]
　前記表５に示した処方例２６の泡状毛髪化粧料を、下記のフォーマー容器（またはミス
ト容器）により泡状に吐出して毛髪に塗布した際の泡質（起泡性、泡のきめ、泡持ち）を
上記の方法によって評価すると共に、塗布性（毛髪へのつけやすさ）を下記の方法によっ
て評価した。但し、ミスト容器で吐出する場合は、塗布性（毛髪へのつけやすさ）のみを
評価した。
【００５９】
　（１）フォーマー容器Ａ（前記）
　（２）フォーマー容器Ｂ：スクイズフォーマー、大和製罐株式会社製、メッシュの粗さ
（目開き）は混合室２００メッシュ（１インチ（２５．４ｍｍ）あたり２００の桝目）、
先端２５５メッシュ（１インチ（２５．４ｍｍ）あたり２５５の桝目）
　（３）ミスト容器
【００６０】
　（塗布性の評価方法）
　専門パネラー１０名により、試験用ウィッグ（毛髪の長さ：２０ｃｍ）に、毛髪化粧料
を４．０ｇ手に取り、毛髪に均一にのばして塗布した。その際の塗布性（毛髪へのつけや
すさ）を、下記の３段階評価（評価点）で官能評価し、評価点の平均値を求め、以下の基
準で判定した。
　３点：非常に毛髪につけやすい
　２点：毛髪につけやすい
　１点：毛髪につけにくい
【００６１】
　[塗布性の評価基準]
　◎：２．５点以上
　○：２．０点以上、２．５点未満
　△：１．５点以上、２．０点未満
　×：１．５点未満
【００６２】
　これらの結果を、フォーマー容器（またはミスト容器）の種類別に、下記表６に示す。
【００６３】
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【表６】

【００６４】
　表６の結果から次のように考察できる。フォーマー容器にて泡状に吐出させることによ
って、塗布性（毛髪へつけやすさ）が良好であり、特にポンプフォーマー容器（フォーマ
ー容器Ａ）では泡のきめ、泡持ちが良好であることが分かる。
【００６５】
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　[実施例５]
　下記表７に示す割合で各種原料を含有させて調製した泡状毛髪化粧料（処方例３１～３
３）を、上記のフォーマー容器Ａにより泡状に吐出して毛髪に塗布した際の「ポンプの目
詰まり」の発生状況を、泡状毛髪化粧料の粘度との関係で下記の方法で評価した。尚、毛
髪化粧料の粘度（２５℃）は、ＢＭ型粘度計にて、ローターＮｏ．１、回転数６０ｒｐｍ
、ローター回転開始から１分間経過後の試料粘度を測定した。
【００６６】
　（ポンプの目詰まりの評価方法）
　各処方例で調製した毛髪化粧料を、上記フォーマー容器Ａにて泡を吐出させた後、１週
間、２５℃と５℃で放置してポンプの目詰まり状況を評価した。
【００６７】
　[評価基準]
　○：詰まらない
　△：若干詰まりの傾向がある（ポンプを押した時にひっかかりを感じる）
　×：詰まる
【００６８】
　これらの結果を、泡状毛髪化粧料の処方例（処方例３１～３３）と共に、下記表７に示
す。尚、表７には、比較のために前記表５に示した処方例２６の結果も同時に示した。
【００６９】
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【表７】

【００７０】
　表７の結果から明らかなように、泡状毛髪化粧料の粘度が１５ｍＰａ・ｓよりも高くな
ると、ポンプの目詰まりが起こりやすくなることが分かる。
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